
住民税均等割非課税世帯の皆さまへ

支給対象となる世帯

⚫ 本給付金は、特に物価高騰に伴う影響が大きい低所得世帯(住民税

非課税世帯)に対し、1世帯あたり7万円を給付するものです

(前回の3万円給付金とは、対象世帯の要件が異なります)

⚫ 給付金を受給するためには、手続きが必要です

※裏面の「給付金の支給手続き」をご覧ください

１世帯あたり7万円(1回のみ)
余市町が確認書(または申請書)を

受理した日から概ね３週間後が目安です

給付金の支給額 給付金の支給時期

余市町住民税非課税世帯物価高騰支援給付金

（７万円/１世帯）について

※対象と思われる世帯には、１月中旬頃から支給手
続きに必要な書類(確認書)を順次発送予定です

余市町

基準日(令和5年12月1日)時点において、余市町に住民登録があり、

世帯全員が「令和5年度住民税均等割が非課税(令和4年分の収入が対象)」

である世帯
※本給付金については、世帯の全員が住民税が課されている者から扶養を受

けている非課税世帯等は支給対象となりません

※家計急変世帯は支給対象ではありません

※上記の場合以外にも支給対象外となる場合があります

令和5年度余市町住民税非課税世帯物価高騰支援給付金の

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった

場合は、余市町や最寄りの警察署または警察相談専用電話(＃9110)にご連絡ください

！



⚫ 対象と思われる世帯には、1月中旬頃(予定)から給付内容や確認事項が

書かれた確認書が届きます

※確認書が届かなかった場合は対象となりません(課税者など)

⚫ 中身を確認して、民生部福祉課に同封の返信用封筒で

返信してください(切手不要)

【確認事項】

①記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか

②世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないか

③他の市町村で7万円の給付金を受け取っていないか など

令和５年度住民税均等割が非課税の世帯

●確認内容が誤っている場合は、給付金の返還を求める場合があります
●意図的に虚偽の記載や不正等をした場合は、不正受給として詐欺罪に
問われる場合があります

●支給された本給付金は、差押禁止等及び非課税となります

給付金の支給手続き

お名前

お問い合わせ

余市町役場民生部福祉課(住民税非課税世帯物価高騰支援給付金窓口)

0135ｰ21ｰ2120 受付時間 平日9:00～17:00

（役場閉庁日の12／30～1／8を除く）

個別の課税状況等に関して、お電話でのお問い合わせには回答できません


